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平成26年 5月29日

延岡市北川町長井4940番地2

岩崎 信 殿

宮崎県選挙管理委員会

委員長後藤仁

送
手
0
2．

4iげ

引窓口
e
h
う何

日
常
安
一
人
口
ね
ら

1hmv骨
川
口

g
w

eG俸
を

再弁明書副本の送付及び再反論書の提出について

平成26年 3月23日付けで提起のありました平成26年 1月26日執行の延岡市長

選挙に係る選挙の効力に関する審査の申立てに対し、延岡市選挙管理委員会から再弁明

書の提出がありましたので、副本を別添のとおり送付します。

つきましては、当該再弁明に対する再反論があるときは、平成26年6月9日までに、

再反論書2通を提出してください。
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とし、う。）「申立人」平成 26年 3月23日付で審査申立人岩崎信（以下

から提起された公職選挙法（昭和 25年法律第 100号。以下「法」という。）

平成 26年 5月 13日付で

次のとおり再弁明します。

第 202条第 2項に基づく審査の申 立 て に 関 し て 、

申 立 人 か ら提出された反論書に対し、

再弁明 の趣旨

当委員会が行った平成 26年 1月26日執行の延岡市長選挙（以下「 本

申立人の主張する本件選の管理 執行の手続は、という。）件選挙J

挙の管理執行の手続に関す る明文の規定に違反するものではなく、

選 挙の無効の理由にはあたら な い 。

． 、
』 ．

再弁明の理由2 

という。）「令」以下（昭和 25年政令第 89号。公職選挙法施行令(1) 

第 11 1条 の 2の規定に違反しているとの反論について

「尺度の高い地図の交付に応じなか反論書において申立人は、

「ポスター のはりつけの請負をあっせんしなかった、ったこと」

平成 26規定に 違反していると主張しているが、をもって、こと」

当委員会がポスターの掲示に関する便宜供与を

という。）「弁明書 J（以下年 4月 28日付延選第 15号の 弁 明 書

記載するとおり、



怠ったとする事実はない。

なお、

と訂正す

令第 1I 1条の 2の規定に違反するものではない。

「令第 112条の 2」は「令第 1I 1条の 2」弁明書 4頁 34行目

よって、

る。

（昭和 30年選挙管理委員会規程第 l号。公職選挙法等執行規程(2) 

第 7条の規定に違反しているとの反という。）「執行規程 j以下

論について

北方文化センターは個人演説会の反論書において、申立人は、

会場として 使 用 で き な いとの連絡を当委員会が口頭で行ったこと

「令第 114条の規定による演説会開催不執行規程第 7条をもって、

の規定に違反し能の通知は、別記第 3号様式によるものとする。」
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ていると主張している。

口頭で説明を行ったのは、郵送による演説会開催不能のしかし、

通知が到達まで時間を要するため、候補者に配慮、し、直ちに電話で

の連絡を行ったものである。

この点については、弁明書に記載しているとおり、申立人からの

意見を踏まえ、通知書の送付前に検討を行い、会場の使用が可能 で

あることを伝えたため、結果として不能の通知を行うことがなかっ

たのである。

執行規程第 7条の規定に違反するものではない。よって、

延岡市選挙公報の発行に 関 す る 規 程 （ 平 成 19年選挙管理委員会(3) 

第 9条第 1項及び同条という。）「公報規程」以下告示第 64号。

第 3項の規定に違反しているとの反論について

I 1月 20日開催の選挙管理委員会 議反論書において、申立人は、

本件選挙の選挙公報の規格及び様式を決定した旨の記載事録に、

公報規程第 9条第 1項に違反していると主がないことをもって、

張している。

弁明書に記載しているとおり、本件選挙の選挙公報の規格及び様

式は、平成 25年 11月20日 開催の選挙管理委員会において決定してい

この決定にあたっては、事務局から、従前の選挙と同じ規格
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るが、
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及び様式により本件選挙の選挙公報を発行する案を説明し、選挙管

理委員会において、その内容で本件選挙の選挙公報を発行すること

を決定したものである。

よって、公報規程第 9条第 1項の規定に違反するものではない。

任） 延岡市情報公開条例（平成 11年条例第 25号。以下「情報公開条

例」という。）第 10条第 1項及び第 2項の規定に違反していると

の反論について

申立人は、平成 26年 2月11日に申立人が求めた情報公開条例に

基づく、本件選挙に関する文書の情報公開に際し、当委員会が 開

示決定期限の延長を行った こ と に つ い て 、 情 報 公 開 条 例 第 10条第

1項及び第 2項に違反し ていると主張しているが、弁明書で述べ

たとおり、情報公開条例の手続と本件選挙の手続とは、関係がな

いため、これをもって、 選 挙 の 無 効 の 理 由 と は な ら な い も の であ

る。

なお、当委員会は、情報公開条例第 10条第 2項の規定に基づいて、

正当な理由があったために開示決定期限の延長を行っているもの

で、情報公開条例第 10条第 1項及び第 2項に違反するものではない。

(5) 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号。以下「法」という。）第 192

条第 4項に違反しているとの反論について

申立人は、平成 26年 2月 I1日に本件選挙に関する収支報告書の閲

覧を請求したが、すぐに閲覧できず、閲覧できたのが同年 3月 19 

日であったことを法第 192条第 4項の規定に違反していると主張し

ているが、そもそも収支報告書の閲覧手続と本件選挙の手続とは、

関係がないため、これをもって、選挙の無効の理由とはならないも

のである。

なお、申立人が同年 2月11日に行ったのは、前段の情報公開条例

に基づく、本件選挙に関する文書の開示請求であって、収支報告書

の閲覧請求については、申立人は、同年 3月 18日に請求を行い、同

年 3月 I9日に閲覧しており、法第 192条第 4項 の 規 定 に 違 反 す るも

のではない。
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(6) 法第 9条第 2項に違反しているとの反論について

申立人は、期日前投票及び不在者投票に関して、選挙人が延岡

市に住民登録されており 、選挙人名簿にも登録されているにもか

かわら ず 、 宣 誓 書 で 「 学業 Jを理由として選択すると、延岡市外

の学校に通っているというだけで、投票が拒否されていることは、

法第 9条第 2項 に 違 反 していると主張しているが、本件選挙にお

いては、期日前投票及び不在者投票において学生の住所地に関す

る取り扱いにより、投票を拒否した事例はなく、本件選挙の無効

の理由とはならない。

(7) 地方自治法（昭和 22年 法律第 67号）第 14条第 2項に違反してい

るとの反論について

申立 人 は 、 投 票 所 の 開閉時刻の変更は地方自治法第 14条第 2項

により、条例によらなければならないにもかかわらず、怒意的に

投票時聞が短縮され、違 法 で あ る と 主 張 し て い る が 、 投 票 所 の開

閉時刻 に つ い て は 、 法 第 40条第 1項ただし書の「市町村の選挙管

理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められ る

特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認め

られる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を 2時間

以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、文は投票所を

閉じる時刻を 4時間以内の範囲内において繰り上げることがで き

る。」 と の 規 定 に 基 づ いて、投票所を閉じる時刻の繰り上げを行

っているところである。

結論

したがって、当委員会は、再弁明の趣旨のとおりの判断を求めるも

のである。

以 上
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